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出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
文
書
管
理
に
」
を
「
文
書
に
」
に
、
「
処
理
」
を
「
管
理
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

文
書
事
務
は
、
電
子
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
当
該
事
務
の
管
理
は
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

行
政
経
営
企
画
課
長
は
、
適
切
か
つ
効
率
的
な
文
書
事
務
の
管
理
を
行
う
た
め
、
常
に
文
書
管
理

シ
ス
テ
ム
の
機
能
の
改
善
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
」
を
「
、
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
」
に
、
「
が
、

出
先
機
関
に
到
達
し
た
文
書
は
出
先
機
関
の
文
書
取
扱
主
任
」
を
「
若
し
く
は
当
該
文
書
に
係
る
事
務

を
担
当
す
る
者
（
以
下
「
事
務
担
当
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し

、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

出
先
機
関
に
到
達
し
た
文
書
は
、
出
先
機
関
の
文
書
取
扱
主
任
又
は
事
務
担
当
者
が
受
領
す
る
も

の
と
す
る
。

　

第
十
条
第
三
項
中
「
当
該
文
書
に
係
る
事
務
を
担
当
す
る
者
（
以
下
「
事
務
担
当
者
」
と
い
う
。
）

」
を
「
事
務
担
当
者
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

フ
ァ
イ
ル
担
当
者
又
は
事
務
担
当
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
配
布
さ
れ
、
又
は
直
接
受

領
し
た
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
領
文
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
件
名
、
収
受
年
月
日
、
文
書
番
号
、
事
務
担
当
者
等
の
必
要
な
事
項
及
び
当
該
文
書
（
書
面
又

は
図
画
に
よ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文
書
を
電
磁
的
記
録
に
変
換
し
た
も
の
）
を
登
録
す
る
こ

と
に
よ
り
収
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
一
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ
イ
ル
担
当
者
又
は
事
務
担
当
者
は
、
受
領
文
書
（
電
磁
的
記

録
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
書
面
に
よ
り
回
議
す
る
場
合
そ
の
他
別
に
定
め
る
場
合
は
、
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
件
名
、
収
受
年
月
日
、
文
書
番
号
、
事
務
担
当
者
等
の
必
要
な
事
項
を
登
録
す
る
と

と
も
に
当
該
文
書
の
余
白
に
収
受
印
（
様
式
第
三
号
）
を
押
印
し
、
当
該
印
影
内
に
文
書
番
号
を
転

記
す
る
こ
と
に
よ
り
収
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ
イ
ル
担
当
者
又
は
事
務
担
当
者
は
、
受
領
文
書
（
電
磁
的

記
録
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
次
に
掲
げ
る
文
書
で
あ
っ
て
起
案
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
文
書
の
余
白
に
収
受
印
を
押
印
す
る
こ
と
に
よ
り
収
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

所
属
相
互
間
の
文
書
（
以
下
「
対
内
文
書
」
と
い
う
。
）

　

二　

所
属
に
共
通
に
存
在
す
る
事
務
に
係
る
文
書
（
以
下
「
共
通
文
書
」
と
い
う
。
）

　

三　

そ
の
他
の
文
書
で
保
存
期
間
が
一
年
以
下
の
も
の

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
起
案
の
内
容
、
添
付
資
料
等
が
電
子
化
に
な
じ
ま
な
い
も
の
そ
の
他
主
務
課

長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
」
を
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
場
合
そ

の
他
の
別
に
定
め
る
場
合
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
い
で
起
案

す
る
」
を
「
書
面
に
よ
る
起
案
の
」
に
、
「
含
む
」
を
「
除
く
」
に
改
め
、
「
、
あ
わ
せ
て
」
を
削
る

目

次
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。
　

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
回
議
の
方
法
等
）

第
二
十
二
条　

起
案
は
、
下
位
の
職
に
あ
る
者
か
ら
上
位
の
職
に
あ
る
者
の
順
に
回
議
す
る
も
の
と
し

、
回
議
又
は
合
議
を
受
け
た
者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
承
認
又
は
決
裁
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
書
面
に
よ
る
起
案
の
回
議
又
は
合
議
を
受
け
た
者
は
、
当
該
起
案
文
書
へ

の
押
印
又
は
署
名
に
よ
り
承
認
又
は
決
裁
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
電
子
起
案
」
を
「
起
案
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
面
に
よ
る
起
案
の
回
議
又
は
合
議
を
受
け
た
者
は
、
当
該
起
案

の
内
容
を
修
正
す
る
と
き
は
、
当
該
起
案
文
書
に
修
正
す
る
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
起
案
者
は
、
修
正
さ
れ
た
箇
所
及
び
当
該
修
正
を
し
た
者
を
明
ら
か
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

起
案
者
は
、
起
案
が
廃
案
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
廃
案
の
処
理
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
書
面
に
よ
る
起
案
が
廃
案
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
起
案
用
紙
に

廃
案
と
な
っ
た
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
不
在
代
決
及
び
後
閲
）

第
二
十
八
条　

決
裁
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
不
在
代
決
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
不
在

代
決
者
と
し
て
決
裁
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
書
面
に
よ
る
起
案
に

あ
っ
て
は
、
不
在
代
決
者
と
し
て
押
印
し
た
印
影
又
は
署
名
し
た
箇
所
の
上
部
に
「
代
」
と
記
載
す

る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
決
裁
権
者
か
ら
後
閲
を
要
し
な
い
旨
の
指
示
を
受
け
た
場

合
を
除
き
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
後
閲
の
操
作
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

書
面
に
よ
る
起
案
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
案
文
書
に
「
後
閲
」
と
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
決
裁
年
月
日
）

第
二
十
九
条　

起
案
者
は
、
起
案
文
書
の
決
裁
が
終
了
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
決
裁
年

月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
書
面
に
よ
る
起
案
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
案
文
書

に
決
裁
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
公
印
）

第
三
十
一
条　

事
務
担
当
者
は
、
文
書
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
施
行
文
書
に
公
印
を
押
印
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
の
得
喪
又
は
変
更
に
係
ら
な
い
も
の
そ
の
他
軽
易
な
も
の
及

び
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
施
行
文
書
の
左
上
部
に
「
公
印
省
略
」
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
文
書
の
照
合
）

第
三
十
二
条　

事
務
担
当
者
は
、
公
印
を
押
印
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
施
行
文
書
に
決
裁
文
書
（
電

子
起
案
で
回
議
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
決
裁
を
終
え
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
。
以
下
同
じ
。
）

を
添
え
て
、
当
該
施
行
文
書
に
押
印
す
べ
き
公
印
の
公
印
管
守
者
（
福
岡
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十

年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
八
号
。
以
下
「
公
印
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
公
印
管
守
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
公
印
管
守
補
助
者
（
公
印
規
程
第
三
条
第
二
項
の
公
印
管
守
補
助
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
回
付
し
、
そ
の
照
合
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
印
を
事
前
に
押
印
し
た
文
書
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
印

影
を
刷
り
込
ん
だ
文
書
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

公
印
管
守
者
又
は
公
印
管
守
補
助
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た
文
書
に
違
法
若
し
く

は
違
式
を
認
め
た
と
き
又
は
当
該
文
書
と
決
裁
文
書
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
修
正
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

３　

公
印
管
守
者
又
は
公
印
管
守
補
助
者
は
、
第
一
項
の
照
合
を
し
た
と
き
は
、
決
裁
文
書
の
照
合
欄

に
照
合
済
み
の
印
を
押
印
し
、
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
で
同
時
に
多
数
の
部
数
を
印
刷
す
る
も
の
」
を
削
る
。

　

第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る
文
書
の
送
信
）

第
三
十
七
条　

公
印
の
押
印
を
省
略
し
た
文
書
の
施
行
は
、
福
岡
県
行
政
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス

テ
ム
の
電
子
メ
ー
ル
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
送
信
を
原
則
と
す
る
。

　

（
文
書
の
直
渡
し
）

第
三
十
八
条　

事
務
担
当
者
は
、
直
渡
し
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
名
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あ
て
人
等
が
受
領
し
た
旨
を
示
す
押
印
又
は
署
名
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
押
印
又
は
署
名
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
事
務
担
当

者
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
受
領
者
の
氏
名
等
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
書
面

に
よ
る
起
案
に
あ
っ
て
は
、
起
案
用
紙
の
施
行
上
の
取
扱
い
欄
に
受
領
者
の
氏
名
等
を
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。

　

第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
電
子
施
行
）

第
四
十
条　

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
文
書
は
、
原

則
と
し
て
電
子
施
行
（
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
電
子
的
方
法
に
よ
る
施
行
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

電
子
起
案
で
回
議
さ
れ
た
文
書

　

二　

公
印
の
押
印
を
省
略
し
た
文
書

　

三　

相
手
方
が
県
の
機
関
で
あ
る
文
書

　

第
四
十
一
条
中
「
若
し
く
は
送
信
」
を
削
る
。

　

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
、
「
（
電
子
起
案
で
回
議
さ
れ

た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
文
書
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
中
「
電
磁
的
記
録
の
」
を
「
電
磁
的
記
録
に
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
る
。

　

第
六
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
し
て
行
政
経
営
企
画
課
長
が
」
を
「
本

庁
に
あ
っ
て
は
行
政
経
営
企
画
課
長
が
、
出
先
機
関
に
あ
っ
て
は
出
先
機
関
の
庶
務
課
長
が
、
特
別
な

理
由
が
あ
る
と
し
て
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に

作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
の
事

務
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

３　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

第
二
十
一
条
の
七
第
二
号
イ
中
「
、
第
二
十
一
条
の
八
及
び
第
二
十
一
条
の
九
」
を
「
及
び
第
二

十
一
条
の
十
」
に
、
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
イ
中
「
第
三
十

一
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
一
条
の
十
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
イ
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る

。

　
　

別
表
一
第
十
一
項
課
長
専
決
事
項
の
中
欄
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号

か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
下
欄
第
三
号
中
「
第
三
十
一
条

」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
押
印
又
は
文
書
シ
ス
テ
ム
で
照
合
の
操
作
を
行
う
」
を
「
押
印
し
、

又
は
署
名
す
る
」
に
改
め
、
同
欄
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。


